
自動車免許取得の
費用を一部助成します

お問い合わせ   公益財団法人石川県母子寡婦福祉連合会  TEL：076-264-0503

（芳恩）普通自動車第一種免許取得費用一部助成事業

高等学校卒業後、就職する児童が、就職のために
普通自動車第一種免許を取得するとき、
費用の一部（5割）を助成します。

①石川県内にお住まいで、令和９年3月に高等学校を卒業し、
すぐに就職しようとするお子さんを持つ、ひとり親家庭の方

①・②の条件を全て満たす方

②児童扶養手当を受給している方（又は遺族年金受給者）

事前申込締切 令和８年１２月２５日(金) 必着

●普通自動車第一種免許取得費用の一部（5割）

●年間 20名まで（応募多数の場合は抽選）
（１世帯につき１人の申込です）

●助成額 上限 150,000円/１人

①事前申込 （申込内容については裏面参照）
↓

②抽選結果の送付（令和９年１月上旬）
↓

③免許取得後、必要書類を添えて当会へ請求
※免許は令和９年９月３０日までに取得してください。
取得できなかった場合は助成できません。

↓
④書類確認後、指定口座へ振込

〒 920-0861 金沢市三社町１－４４ 石川県女性センター5階

～この事業は、篤志家からのご寄付によって実施しています～
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